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事実の概要

　１　事実の概要
　本件原告は、学校教育法上の「各種学校」であ
るＡ朝鮮高級学校（Ａ校）を原告が設置・運営す
る準学校法人である。本件の争点となる「公立学
校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援
金の支給に関する法律」（平成 22 年法律第 18 号、
平成 25 年法律第 90 号による改正後は、「高等学校等
修学支援金の支給に関する法律」、以下、支給法）は、
公立高等学校について授業料を徴収せず、それ以
外の「高等学校等」の生徒等には、高等学校等就
学支援金（以下、就学支援金）を支給する旨を定
めている。この「高等学校等」には、各種学校に
おける高等学校の課程に類する課程であって、文
部科学省令で定めるものが含まれる。支給法の「施
行規則」（平成 22 年文部科学省令第 13 号、平成 25
年文部科学省令第 3 号による改正前のもの）1 条 1
項 2 号ハ（以下、本件規定）は、高等学校に類す
る課程を置く学校について、文部科学大臣の指定
によって「高等学校等」に含める旨を規定してい
る。本件規定に基づく指定に関する基準は、「公
立学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就

学支援金の支給に関する法律施行規則第 1 条第 1
項第 2 号ハの規定に基づく指定に関する規程」（以
下、指定規程）の定めるところによる。
　原告は、2010 年 11 月 27 日付けで、Ａ校につ
いて本件規定に基づく指定を受けるべく申請を
行った。2013 年 1 月 24 日、申請に対して何ら
処分がなされないことが違法であることの確認、
及び、指定処分の義務付けを求めて、訴えを起こ
した。2 月 20 日、文部科学大臣は、施行規則を
改正し、本件規定を削除した（平成 25 年文部科学
省令第 3 号）。さらに、同日付けで、本件規定の
削除の旨、審査の結果、Ａ校が本件規定の定める
要件に適合しないと判断した旨、及び、本件規定
に基づく指定をしない処分（以下、本件不指定処分）
をする旨を原告に通知した。これを受けて、3 月
11 日、原告は先の違法確認の訴えを本件不指定
処分の取消及び指定の義務付けを求める訴えに変
更した。
　本件の争点は次の 8 点である。①本件規定を
削除したことの違法性の有無、②Ａ校が本件規定
に適合しないと判断したことの違法性の有無、③
指定規程 15 条違反の有無、④民族教育に関する
権利の侵害の有無、⑤憲法 14 条違反の有無、⑥
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国際人権法違反の有無、⑦行政手続法違反の有無、
⑧指定規程に基づく指定処分の義務付けの訴えの
訴訟要件及び本案要件の具備の有無。

　２　各争点に関する当事者の主張
　本稿では、条約を根拠とする主張がなされた争
点に限って検討する１）。
　(1)　争点 1
　［原告の主張］
　支給法は、経済的、社会的及び文化的権利に関
する国際規約（以下、社会権規約）13 条 2 項ｂを
受けて制定されたものである（国は争点⑥の中で、
この点について反論している）。本件規定の削除は、
同規定、及び、児童の権利に関する条約（以下、
子どもの権利条約）28 条 1 項にも違反する。これ
らは、無償教育の漸進的な導入により、中等教育
の機会が全ての者に与えられることを要請する。

「漸進的に」という文言には、確立した制度の後
退を禁止する規範が内在する。本件規定の削除は、
制度を後退させるものであり、これらの規定に違
反する。
　［国の主張］
　本件規定を削除した理由は、それに基づく指定
を求める外国人学校がなく、存続させる必要がな
かったためである。また、原告が援用した各条約
規定は、裁判規範性が認められず、本件規定の削
除がそれらに違反するとはいえない。
　(2)　争点⑥
　［原告の主張］
　社会権規約 2 条 2 項、及び、市民的及び政治
的権利に関する国際規約（以下、自由権規約）26
条が定める差別禁止原則は、締約国に即時実施の
義務を課し、かつ、裁判規範性を有する。外国人
学校の一部には支給法の適用を認めつつ、Ａ校に
適用しないことは、正当化事由のない限り、両規
約に違反する。正当化事由の存在を認めるために
は、扱いの相違が正当な目的を追求し、かつ、目
的と手段との間の合理的な均衡関係が、客観的に
弁証されなければならない。本件不指定処分の背
景には、北朝鮮への制裁という支給法と無関係な
外交的・政治的考慮が働いている点で、正当な目
的を追求しているとはいえず、北朝鮮に対する制
裁的効果を有するともいえない以上、そのような
均衡関係を認めることもできない。
　さらに、本件不指定処分が、朝鮮高級学校の民

族的属性、集団性、文化的理由に基づいている点
で、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際
条約（人種差別撤廃条約）2 条及び 5 条にも違反す
る。社会権規約委員会、人種差別撤廃委員会、及
び、子どもの権利委員会も、懸念を表明し是正を
勧告しており、それらを無視することは、各条約
に違反する。
　［国の主張］
　条約規定が裁判規範性を有するためには、当該
規定に自動執行性が認められなければならない。
そのためには、（ⅰ）私人の権利義務を定め、直
接に国内裁判所で執行可能なものとするという締
約国の意思が確認でき、かつ、（ⅱ）私人の権利
義務が明白、確定的、完全かつ詳細に定められて
いることを要する。
　社会権規約 13 条 2 項ｂは、支給法制定の背景
事情の 1 つではあるものの、同法は、社会権規約
の効力を国内法上発生させるために制定された法
律ではない。社会権規約が締約国に課す漸進的達
成義務は、政治的責任を宣明したものに過ぎない。
同 2 条 1 項・2 項は、規約上の権利の平等な実現
を推進すべき締約国の政治的責任を宣明したもの
であり、自由権規約 26 条もこれと同旨である。
　本件不指定処分は、専らＡ校が「指定規程」13
条に適合しないことを理由とするものであり、人
種差別撤廃条約 2 条及び 5 条に違反するとはい
えない。これらの規定も、締約国の政治的責任を
定めたに過ぎない。また、原告が援用する国連の
人権条約履行監視諸委員会の懸念や勧告は、支給
法の仕組みを踏まえ具体的な事実調査に基づくも
のではなく、それをもって、本件不指定処分が違
法だということはできない。

判決の要旨

　判決は、争点①、②、⑧について、原告の請求
を認めた。本稿では、国際法の解釈に関わる争点
①、⑥のみを扱う。判決によれば、支給法の目的
に照らして、本件規定に基づく指定は、「外交上
の配慮などにより判断すべきものではなく教育上
の観点から客観的に判断すべき」ところ、「朝鮮
学校に支給法を適用することは北朝鮮との間の拉
致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られ
ないという外交的、政治的意見に基づき、朝鮮高
級学校を支給法の適用対象から除外するため、本
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件省令を制定し本件規定を削除したものであると
認められる」とした。また、省令による本件規定
の削除について、「本件省令の制定当時、朝鮮高
級学校以外に本件規定に基づく指定の申請をして
いた学校がなかったとしても、将来的に、（中略）
指定が可能となる場合も想定される以上、上記事
情をもって本件規定を削除することは不合理とい
うほかない」とした。結論として、「Ａ高級学校
が本件規程 13 条の要件を満たすというべきであ
るから（中略）文部科学大臣の判断は、本件規定
の存在を前提に本件規程 13 条の適合性を認めな
かった点において、裁量権の範囲を逸脱し、又は
これを濫用したものであり、本件不指定処分は違
法であって取消しを免れない」と判示した。

判例の解説

　一　朝鮮学校に対する就学支援金適用除外と
　　　本判決の意義
　本件と同時期に、就学支援金制度の対象から朝
鮮学校が除外されたことの違法性を争う訴訟が相
次いだ中で、2018 年 7 月現在、本件はその違法
性を認めた唯一の判決である２）。他の判決が、支
給法の目的を顧みず、文部科学大臣の裁量を広く
認めて、原告の請求を棄却したのに対して、本判
決は、専ら支給法の立法目的から見て、本件規定
の削除が、同法の委任する範囲を逸脱し、違法で
あると判断した３）。その判断の特徴は、次の 2 点
に整理できる。第 1 に、文部科学大臣の処分の
適法性を判断するにあたり、同法 1 条が定める
目的を達成するためのものであるか否かというこ
とを重視した点、第 2 に、就学支援金の支給を「単
なる恩恵ではなく、私立高等学校等の生徒等の受
給権」を規定したものと解した点である。本判決
は、朝鮮学校の児童生徒にも平等に教育に対する
権利を保障し、教育の機会均等を図るという支給
法の目的の点から文部科学大臣の裁量を統制して
いる点で、実質的に、条約規定と両立的な解釈を
採用したものと一応評価できる。
　しかし、両当事者が、各条約の解釈や国内適用
のあり方に深く関わる主張を行ったにもかかわら
ず、裁判所は判断を回避し、特に、各条約と支給
法の関係を明確にしなかった点では不満が残る４）。
各条約上の日本の義務に鑑みれば、より積極的に
履行監視委員会による勧告等を参照し、人権条約

との適合性について判断を示すべきであったと思
われる５）。

　二　人権条約の履行監視委員会による解釈
　原告の主張は、各条約の履行監視委員会が示す
解釈に概ね沿ったものである。社会権規約委員会
の一般的意見によれば、締約国の漸進的義務とは、
可能な限り迅速かつ効果的に権利の実現に向けて
前進する義務を意味し、後退的措置の禁止を含
む６）。本件規定の削除によって、朝鮮学校の生徒
全体が集団として不利益を被る点で、結果的に民
族的出自に基づく扱いの相違を生じさせている。
条約上の権利に対して課せられる制約が、形式上
全ての者に適用される場合にも、国家は、その目
的や効果において、人種や民族的・種族的出自に
よって差別的なものとならない義務を負っている
にもかかわらず７）、国が、本件処分の事実上の効
果の観点から何ら説明をしないことは、人種差別
撤廃条約に反する。
　さらに、社会権規約委員会、人種差別撤廃委員
会、子どもの権利委員会は、それぞれ、日本に対
する総括所見（最終見解）の中で、中華学校や朝
鮮学校等の外国人学校が置かれた状況に懸念を表
明し、改善を勧告している８）。これらを考慮しな
いことは、締約国としての義務の履行を怠ってい
るといわざるを得ない。

　三　人権条約上の国家の義務
　国は、漸進的義務を理由として、社会権規約の
裁判規範性を一律に否定している。しかし、漸進
的義務の概念は、締約国の義務から意味ある内容
を消失させるような解釈を許容するものではな
い９）。社会権規約上の国家の義務は、権利の完全
な実現に向けた行動をとり（2 条 1 項）、かつ、い
かなる差別もなしに権利が行使されることを保障
する（同 2 項）即時的義務を含んでいる 10）。法律
上・事実上のいかなる差別も禁止する自由権規約
26 条や人種差別撤廃条約 2 条及び 5 条も、国家
に即時的義務を課すものと解するのが妥当であ
ろう 11）。
　社会権規約の裁判規範性を一律に否定する解釈
は、塩見事件最高裁判決（1989 年）を契機とし
て 12）、後の下級審判決でも踏襲されているもの
の、学説、人権条約の履行監視委員会の双方から
強く批判されている 13）。学説では、国が主張し
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た締約国の意思という要件を排除する見解が支
持されている 14）。人権条約上の規定の大部分は、
具体的な国内実施のあり方を締約国の裁量に委ね
ており、過度に厳格な国内適用の要件は、国内裁
判所が条約規定を適用できる余地を狭め、条約の
趣旨目的と両立しないためである 15）。
　本件で問われるべきは、国家機関の行為が条約
規定に違反するか否かであって、条約規定に基づ
いて、個人が権利を主張できるか否かではない 16）。
特に一般的受容方式の下では 17）、条約規定から
直接に個人の権利を導出できないとしても、なお
有効な法規範として国を拘束する 18）。

　四　人権条約と国内法の関係
　原告による国際条約を援用した主張に対して、
国は専ら条約規定の裁判規範性を否定するのみで
あった。裁判所がこの点を検討しなかった直接の
理由は、法律レベルの検討によって原告の請求を
認めた時点で、他の論点を検討する必要がなく
なったためであろう。この点につき、社会権規約
委員会は、司法的救済を与えることによって、差
別なく享受されることが促進される権利があると
して 19）、司法決定において規約が参照されない
ことに懸念を表明している 20）。日本も締約国と
して、人権条約規定の有効性を前提に、国内法を
補完するものと受け止め、人権保障に活かす態度
が求められよう。

●――注
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